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１  業務の目的  

ふじみ野市は、民間事業者と連携して、生活保護受給者の年金調査

及び申請代行手続等を外部に委託する事業を実施する。  

委託にあたっては、本業務が社会保険制度に関する高度な知識、豊

富な実績を有した人材の確保を必要とする特殊な内容であることから、

民間事業者を対象に、企画提案による公募を実施するものである。  

 

２  業務内容  

(1)  業務名  

 ふじみ野市被保護者年金調査等支援業務  

 

(2)  業務内容  

 「ふじみ野市被保護者年金調査等支援業務委託仕様書」のとおり  

 

(3)  履行期間  

 契約締結日から令和８年３月３１日（火）まで  

 

(4)  提案限度額  

 令和７年度予算額８，８００千円（消費税及び地方消費税を含む。） 
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３  プロポーザル手続に関する事項  

 

(1)  参加資格  

 プロポーザルに参加できる者は、本業務を遂行する能力を有し、 

次に掲げるすべての要件を満たすものとする。  

ア  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の

規定に該当しない者  

イ  プロポーザル参加表明書の提出期限の日から随意契約締結の日

までの期間にふじみ野市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱

（平成２２年ふじみ野市告示第２５０号）に基づく入札参加停止

の措置を受けていない者  

ウ  プロポーザル参加表明書の提出期限の日から随意契約締結の日

までの期間にふじみ野市の契約に係る暴力団排除措置要綱（平成

１８年ふじみ野市告示第２８４号）に基づく入札参加除外の措置

を受けていない者  

エ  会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始

の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再

生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、手続開

始決定を受けている者を除く。  

オ  ふじみ野市建設工事等入札参加資格に関する規則（平成１７年

ふじみ野市規則第６１号）第３条に規定するふじみ野市建設工事

等競争入札参加資格者名簿に登載された者（以下「登録業者」とい

う。）又は登録業者と同等の要件を満たしていると認められる者※  

※（５）参照  
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(2)  業者選定スケジュール  

Ｎｏ  内容  期日  

１  実施要領等の公表・配布  ４月１日（火）  

２  参加表明書の提出  ４月１日（火）～４月１１日（金） 

３  質問書の受付  ４月１日（火）～４月１１日（金） 

４  参加資格審査の結果通知  ４月１４日（月）  

５  質問書の回答  
４月１５日（火）  

(随時回答・メール及び  HP 更新 ) 

６  企画提案書等の提出  ４月２２日（火）  

７  選定委員会（書面審査）  ４月２３日（水）～５月１３日（火） 

８  選定結果通知  ５月１５日（木）  

９  契約締結  ５月２７日（火）予定  

 

(3)  実施要領等の公表・配布  

ア  配布期間  令和７年４月１日（火）～令和７年４月１１日（金）  

イ  配布方法  ふじみ野市ホームページからダウンロード  

https://www.city.fujimino.saitama.jp/jigyoshanohohe/nyusats

ukanrenjoho/kobogataproposaljoho/index.html  

（TOP > 事業者の方へ  > 入札関連情報  > 公募型プロポーザル情報）  

 

(4)  実施要領等に関する質問の受付  

ア  参加資格及び参加表明書の提出に関する質問  

(ｱ) 受付期間  

令和７年４月１日（火）～令和７年４月１１日（金）  

午後５時１５分まで  

(ｲ) 質問方法及び回答方法  

電話で受け付け、随時回答する。  

イ  企画提案書の提出等に関する質問（アに係る事項を除く）  

(ｱ) 受付期間  

令和７年４月１日（火）～令和７年４月１１日（金）  

午後５時１５分まで  

(ｲ) 質問方法及び回答方法  

質問票【様式１】に必要事項を記載し、電子メールで提出する

こと。件名は、「ふじみ野市被保護者年金調査等支援業務に関す

る質問」とすること。  

E-mail：hogo3@city.fujimino.saitama.jp 
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(ｳ) 回答方法  

質問に対する回答は、参加表明書の提出があったすべての者に

対し、参加表明書に記載された連絡先に電子メールで通知すると

ともに、市ホームページで公表する。ただし、質問又は回答の内

容が、質問者の提案内容に密接に関わるものについては、質問者

に対してのみ回答する。  

(ｴ) 回答日  

令和７年４月１５日（火）まで  

 

(5) 参加資格の確認（参加表明書の提出）  

ア  提出書類  

    登録業者については、次の資料番号６、７の書類を省略できる

ものとする。  

資料番号  様式  提出書類名  

１  ２  プロポーザル参加表明書  

２  ３  事業者概要書  

３  ４  業務実績書  

４  ５  業務実施体制  

５  
６－１  会社更生法疎明書面（自認書）  

６－２  民事再生法疎明書面（自認書）  

６  －  
履歴事項全部証明書   

※発行から３か月以内のもの、写し可  

７  －  

法人税並びに消費税及び地方消費税の納税

証明書（その３の３）※発行から３か月以

内のもの、写し可  

８  －  
財務諸表（貸借対照表及び損益計算書）   

※直近２期分  

 

イ  提出期限  

令和７年４月１１日（金）午後５時１５分まで（必着）  

ウ  提出部数  

１部  

エ  提出方法  

    直接提出又は郵送（簡易書留）とする。直接提出の場合は、午

前８時３０分～午後５時１５分（ただし土日・祝日を除く）。  

オ  参加資格の確認・通知  

    提出されたアの書類により参加資格を確認し、その結果を参加
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表明書に記載された連絡先に電子メールで連絡した上で郵送する。 

    なお、参加者資格を有する者が５事業者以上の場合は、事前に

審査項目「企業評価（業務経験）」の審査を実施し、上位４事業者

を選定し、企画提案書の提出を要請する。  

通知日  令和７年４月１４日（月）  

 

(6) 参加資格の喪失  

   プロポーザル参加者は、参加資格確認後に３ (1)の各号に掲げる参

加資格の条件を満たさなくなった場合、参加資格を失うものとする。 

 

(7) 企画提案書の提出  

ア  企画提案を求める事項  

「ふじみ野市被保護者年金調査等支援業務委託仕様書」（以下「仕

様書」という。）の趣旨に沿った業務内容を達成するための提案を

すること。  

イ  提出書類  

書類  

番号  
様式  提出書類名  提出上の注意  

１  ７  
プロポーザル提案

書等提出届  
― 

２  任意  企画提案書  

Ａ４版とし、Ａ３版の折り

込みは不可とする。なお、表

紙を除き１０枚以内で作成

し、ページ番号及びインデ

ックスを付すこと。  

３  任意  参考見積書  
業 務 内 容 別 積 算 内 訳 書 を  

添付すること。  

ウ  提出期限  

令和７年４月２２日（火）午後５時１５分まで（必着）  

エ  提出部数  

正本は「イ  提出書類」書類番号１～３で一式とし、１部を提  

出すること。副本は書類番号２の企画提案書のみで一式とし、  

６部提出すること。  

オ  提出方法  

直接提出又は郵送（簡易書留）とする。直接提出の場合は、午  

前８時３０分～午後５時１５分（ただし土日・祝日を除く）。  
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(8) 企画提案参加に際しての留意事項  

ア  失格事項  

    プロポーザル参加者が次のいずれかに該当する場合は失格とす

る。  

(ｱ) 提出書類に虚偽の記載があった場合  

(ｲ) 実施要領に違反した場合  

(ｳ) 審査の公平性に影響を与える行為があった場合  

(ｴ) 実施要領等で示された提出期限、提出先、提出方法、書類作  

 成上の留意事項等の条件に適合しない書類の提出があった場合  

(ｵ) 公告の日から契約締結日までに参加資格要件を欠く事態が  

生じた場合  

イ  留意事項  

(ｱ)  複数提案の禁止  

企画の提出は、１事業者につき１案とする。  

(ｲ)  提出書類の変更の禁止  

提出後の提出書類の差し替え、修正、追加等は認めない。た  

だし、４ (1)の選定委員会から要請のあったものについては  

この限りでない。  

(ｳ)  提出書類の取扱い  

提出された書類は返却しない。  

企画提案書の著作権は、当該企画提案書等を作成した者に  

帰属するものとし、提出された書類は、提出した者に無断で、

このプロポーザルに係る審査以外には利用しない。ただし、受

託者として選定された者が作成した企画提案書等の書類につ

いては、市が必要と認める場合には、市は、受託者にあらかじ

め通知することによりその一部又は全部を無償で使用（複製、

転記又は転写をいう。）することができるものとする。  

(ｴ)  費用負担等  

本プロポーザルに係る一切の費用は、参加者の負担とする。 

提案内容に含まれる特許権など法令に基づいて保護される第

三者の権利の対象となっているものを使用した結果生じた責

任は、プロポーザル参加者が負う。  

ウ  辞退の取扱い  

参加表明書の提出後又は企画提案書の提出後に、都合により参  

加を辞退することになった場合は、速やかに辞退届【様式８】を提

出すること。  

エ  その他  

プロポーザル参加者は、企画提案書の提出をもって、実施要領  
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等の記載内容に同意したものとみなす。  

 

４  受託候補者の選定方法に関する事項  

 

(1) 選定委員会  

受託候補者の選定審査は、「ふじみ野市被保護者年金調査等支援業

務委託プロポーザル選定委員会」（以下「選定委員会」という。）にお

いて行うこととし、企画提案書による書面審査を実施する。  

ア  日時  令和７年４月２３日（水）～５月１３日（火）  

 

(2) 審査項目及び評価内容  

審査項目  配点  最低基準点  

Ａ  企業評価（業務経験） ３０  １８  

Ｂ  提案内容評価  ７０  ４２  

合計  １００  ６０  

詳細は「ふじみ野市被保護者年金調査等支援業務評価基準書」のと

おり。委員による全ての項目の評価点を合計した上で、総得点の平均

点を事業者の得点とする。  

 

(3) 審査方法  

「ふじみ野市被保護者年金調査等支援業務評価基準書」に基づき、

審査を行う。ただし、参考見積書の提示金額が２ (4)で示す提案限度

額を超えている場合は、当該企画提案書は審査から除外する。  

 

(4) 受託候補者の選定  

選定委員会の審査の結果、評価点の合計点の平均点が最も高い者

を受託候補者とする。  

なお、プロポーザル参加者が１事業者になった場合でも審査は行

い、評価点が最低基準点以上であれば候補者として決定する。  

 

(5) 選定結果の通知  

選定結果は、参加者全員に対し、参加表明書に記載された連絡先に

電子メールで連絡した上で郵送する。  

通知日  令和７年５月１５日（木）  
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５  契約の締結  

受託候補者と提出された企画提案書を参考に協議を行い、協議が整

った場合に、別途定める予定価格の範囲内で契約を締結する。この協

議の際、提出された企画提案書の内容を一部変更する場合がある。  

また、受託候補者と協議が整わない場合にあっては、次に評価点の

合計が高い者から順に協議を行う。  

 

６  情報公開  

 

(1) 選定結果の公表  

受託者決定後、市は受託者として選定された者及び審査結果を市  

ホームページで公表する。  

(2) 情報公開  

本プロポーザルに係る情報公開請求があった場合、ふじみ野市情  

報公開条例（平成１７年ふじみ野市条例第８号）の規定に基づき、提

出書類を開示する場合がある。  

 

７  問合せ先及び各種書類の提出先  

    ふじみ野市福祉部生活福祉課（担当：中村・大木）  

    〒356-8501 ふじみ野市福岡一丁目１番１号（本庁舎２階）  

    ＴＥＬ  049－262－9036（直通）  

    ＦＡＸ  049－261－3840 

    電子メール  hogo3@city.fujimino.saitama.jp 

 

 


